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商号変更および定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成２５年１１月２７日開催の当社臨時株主総会で「定款一部変更の件」が承

認されましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．商号の変更 

（１）変更の理由 

    平成２６年１月１５日に創立７０周年を迎えるにあたり、当社の基幹事業である

EXPRESS 事業を更に飛躍させていくことと、平成２１年４月にセイノーグルー

プの一員となり、より一層、物流を通じてお客様に喜んで頂ける最高のサービス

を常にご提供することを目的に変更するものであります。 

 

（２）新商号（英文表記） 

    セイノースーパーエクスプレス株式会社（ＳＳＸ） 

（Seino Super Express Co.,Ltd.） 

 

（３）変更予定日 

平成２６年４月１日 

 

 

２．定款の一部変更 

（１）定款変更の内容 

   変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

（２）日程 

   定款変更のための株主総会開催日  平成２５年１１月２７日（水） 

   定款変更の効力発生日       平成２６年 ４月 １日（火） 

以 上 

 



【別紙】 

 

 

（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 定 款 

（商号）第１条 

 当会社は、西武運輸株式会社と称する。 

 

 

 

 

（目的）第２条 

     

～     （略） 

 

（配当金の除斥期間）第３７条 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（商号）第１条 

当会社は、セイノースーパーエクスプレス

株式会社と称し、英文では Seino Super 

Express Co., Ltd.と表示する。 

 

 

（目的）第２条 

     

～     （現行通り） 

 

（配当金の除斥期間）第３７条 

 

 

附則 

（商号）第１条の変更は、平成２６年 

 ４月１日をもって効力を生じるものと 

 する。なお、本附則は第１条の変更の 

 効力発生日経過後これを削除する。 

 

 

 


